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4月から入社いたしました。
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残暑お見舞い申し上げます。
猛暑が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
年々暑さが厳しくなってきているような気がします。

くれぐれも体にお気をつけ下さい。

税理士　髙濵三喜夫

　Wカップはドイツの優勝で幕を閉じた。

ベルリンの壁が崩壊して25年が経過しようとしている。西ドイツに吸収される形で実現された…

対等な立場での統一ではなかった…。失業やホームレスのなかった東ドイツ時代…。

世界中のあっちこっちで、独立だの…境界だの…紛争めいた事態にある。

　TVで、家族4人（夫婦、子供2歳、4歳位）の自転車（折りたたみ式）での旅があって、日本に来ていた。

全世界を旅しているとのこと。…ロシア人であった。（今話題の…）

子供を連れての旅をする理由は、色んな国で、色んな人と出会い、

その中で、優しい心を持つ人になってほしい！ と…心に残る言葉だ！

【祈平和】　

黒川合宿

2014.1.15 年末調整研修会

退職社員あいさつ

～ PDCAを回して業績を向上～

　毎年恒例の黒川での事前決算計画作成合宿を今年

も行いました。

今年の計画ですが、前年度に抽出した事務所の「強み・

弱み・チャンス・脅威」の項目より更に絞り込み事

務所としての行動目標、そして各個人の行動目標に

落とし込みました。それを今年より取り入れました

行動目標管理ソフトに設定し、月例会議で目標の進

捗状況の報告・チェックをすることになりました。

この PDCA サイクルを実践し定着化させていくの

が中小企業の苦手とする部分だと思われます。

◆目標を設定し行動するが結果を検証しないので同

じ失敗を繰り返してしまう。

◆計画段階で悩んでしまい計画を何とか立てるが実

行できない。

など、思い当たる方も多いのではないでしょうか。

今回私達も目標を設定し、毎月検証しています。し

かし、いざ実行していくとなかなか思い通りにはな

らないですね。ただ、この検証を毎月していく事で

私自身日々の意識・行動などが少しずつ変化していっ

ているのが実感できています。やはり、どう目標を

達成していくのかはこの行動目標の PDCA サイク

ルを回すことが非常に重要になってきます。しかし、

なかなかその態勢が構築できていないとお悩みの会

社も多いのではないでしょうか。㈲ C&A では行動

目標の策定、会議に同席させて頂き一緒に PDCA

　この度、髙濵税理士事務所を退職することになりま

した。

　初めてログハウスの前に立ち、なんて所長のイメージ

にぴったりと驚いた事が、ついこの前のことのようです。

　この六年三か月の間、多くのお客さまの皆様とお会

いし、お話しさせて頂いたことはとても楽しく有意義な

経験でした。本当にありがとうございました。又この日を

無事に迎える事が出来ましたのも、経験のない私を暖

かく支えてくれた職員の力添えがあったからと感謝して

おります。

　この度、新職員を迎え、平均年齢はぐっと下がりまし

た。皆様のご指導、ご鞭撻をお借りし、一日も早く事務所

の戦力となりお客さまの力になれる人材になる事を

願っております。

　これからも末永く髙濵税理士事務所及び有限会社Ｃ

＆Ａを宜しくお願い致します。又どこかで見かけられま

したら気軽にお声をかけてくださいね。私も皆様にお会

いすることを楽しみにしております。

　４月から入社いた

しました、髙濵なずな

と申します。

　社会人としての第

一歩を髙濵税理士事

務所、並びに有限会

社C&Aの一員として迎えられることを本当に嬉しく思ってい

ます。明るく、和気あいあいとした雰囲気の中でベテランの

先輩方に囲まれ、日々精進の毎日です。学ぶことも多々あり

ますが、この恵まれた環境の職場で働けることに感謝してい

ます。

　趣味は音楽鑑賞で、クラシックからロック、ジャズや演歌

と、とにかく何でも聴きます。大学時代はロンドンで音楽の勉

強をしていました。さまざまな国の人々と触れあい、共に切

磋琢磨した７年間はわたしの財産となっています。

　この業界は未経験で、皆さまにもいろいろご指導いただく

こともあると思いますが、一日でも早く皆さまのお役に立て

るように、真摯に努力してまいります。

　どうぞ、これからよろしくお願いいたします！

の検証をするなどの会議支援のサービスを行ってお

ります。お悩みの方は当事務所の担当もしくは直接

電話・メールでもお問い合わせ下さい。　　　（園田）

㈲C&A　 Tel: 096-274-1201
Mail：　　c-a@2741200.com

　今年も1月15日に年末調整の研修会を行いまし

た。午後より開催し、初めて参加された方もおられ

ましたが、ほぼ、いつものメンバーで、いつものよ

うに始まり、いつものように終わり・・といった具

合でした。

　毎年やっていることなのですが、「年に一度のこ

となので、忘れてしまった。」とおっしゃる方もい

らして、確かに、細かい改正がちょこちょこあり、

復興特別税の計算だったり、年少扶養者は住民税だ

けで控除したりと、毎年同じではありません。

　今年から、クラウドでのソフト導入により、給与

ソフトをそちらへ移行していただいたお客様がい

らっしゃるので、来年の開催は未定ですが、入力方

法などわからない点がございましたら、気軽にス

タッフへお尋ね下さい。なお、研修会開催につきま

しても、ご要望があれば、開催となりますので、ど

しどしお寄せ下さい。

現在、2か月に1度の割合で、

（株）日本相続センターと共同で相続セミナーを開催しています。

来年1月1日以後、相続税及び贈与税が改正されます。

今まで、相続税の申告の必要のなかった人にも、

申告が必要になってくるかもしれません。

国税庁は申告が2倍に増えると試算しています。

しかしながら、大切なことは、相続人同士が争わないことです。

８月はお盆などの帰省等でご家族が集まる機会も多いと思われます。

この際、相続や遺言のことについて考えるチャンスではないでしょうか。

髙濵　和子

生月島（大バエ灯台より撮影）
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低コストでできる！ お客さんを増やすための
新たな営業方法のご紹介

　1月27日にアイエヌジー生命保険㈱様と共催で経

営革新等支援機関（以降、認定支援機関）向けのセミ

ナーを崇城大学市民ホールにて開催いたしました。講

師には坂田会計事務所の坂田先生をお招きし、認定支

援機関を活用した制度の説明や実際に行った事例を発

表していただきました。特に制度の大きな柱でありま

す経営改善計画策定支援事業については実際の手続

きの流れから申請に至るまでの経緯や注意点、感想等

を話していただきとても参考になりました。

　研修当時は実績のなかった弊社ですが、現在は経営

改善計画策定支援事業の申請件数において県内でトッ

プの実績を有するまでに成長することができました。

経営改善計画書策定支援事業は、認定支援機関が金融

機関に対する金融支援（返済条件の変更や新規融資な

ど）を必要とする事業者の経営改善計画書の作成支援

を行う事業でその計画等作成費用の3分の2が補助さ

れます。（上限あり）

　なお、この事業は平成27年3月末日の申請をもって

終了する事業ですので、制度の内容やご相談はお早め

に県内トップの実績の弊社までご連絡ください。

　内容は二部構成で、一部を当事務所所長・税理士の髙濵三喜夫が相続税の申告をしなければなら

ない人や節税方法といった相続税に関する話を行い、二部は(株)日本相続センターの代表取締役　

伊積研二氏が遺言書等について話をされます。また、セミナー終了後の1時間を使い無料相談会も

行っております。

　最近では、7月23日(水)に崇城大学市民ホール(熊本市民会館)で行いました。

最近の相続事情を考慮しますと、相続対策の大きなテーマは次の4つになると思います。

　この大きなテーマのサブテーマとして、争族対策や事業承継対策等が挙げられます。４の財産管

理対策は、昨今の高齢社会において認知症を発症される方が増えてきている現状からここ数年の間

に増えてきた対策です。このような相続対策は、“準備と実際の対策を早くから取りかかる”程対

策の効果や効力といったものが大きくなります。また、これらは対策を考えておられる方が“健康

な状態”でないとできないことでもありますので、相続について色々な思いを持っておられる方

は、是非一度セミナーに参加して頂ければと思います。

　また、来年から改正相続税法が施行され、相続税の申告をすべき人や相続税の納付税額が増加す

ることが予想されています。新しい法律の基で“相続税の申告が必要となるのか”“現行の相続税

額と新法の相続税額はどの位の差があるのか”といったことを思われる方もいらっしゃると思いま

す。当事務所では１時間程でできる簡易財産診断及び相続税額のシミュレーションを行っておりま

すので、こちらも是非ご活用下さい。

　最後になりますが、相続というデリケートな事柄に対し、皆様のお力になりたいというのが当事

務所全員の思いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下田）

　「なかなか、お客さんが増えない。」そんな悩みをよく社長

様からお聞きします。

　確かに今は大量消費の時代が終わり、自分にとって価値を

与えてくれるものや体験にお金を支払う時代に移り変わって

きています。

　消費税増税後も価値のある商品は変わらず売れています

し、一方では安くても売れなくなってきています。そんな中で

どのようにして新規のお客さんを作っていくかがテーマになっ

てきます。そこで低コストで利用できる営業サポートツールと

して２つご紹介させて頂きます。

あなたの商品を東京の企業2,000社に紹介するサービス
「東京ゲート・商売！商売！」
関東圏と熊本の大きな違いは単価にあります。本当に価値の

ある商品やサービスであれば利益額は確実にとることができ

ます。熊本で生まれた商品をもっと多くの人に知ってもらう機

会を創りたいと考え、このサービスを始めました。

　詳細は同封しているチラシを見て頂ければと思いますが、

販路開拓のための１つのきっかけになると確信しています。

見込み客の自動発掘ツール
「オートコールシステム・集客王」
　新規営業は人手とストレスがかかります。見込み客の開拓が

順調にいけば、会社の売上も順調にのびていきます。しかし、な

かなかコストに見合う見込み客は確保できません。

　そこで、確実に費用対効果が見込める手法としてオートコー

ルが注目されています。

　既に太陽光・オール電化販売業、リフォーム業、不動産業、保

険代理店、食品販売業、ウォーターサーバーレンタル業、墓石

販売業、通信販売業等では効果がでており、導入から６ヶ月で

売上が200％になったという例もあります。

 コスト的にも低コストで始められますので、ぜひ販路開拓にト

ライしましょう！

　興味があるという方はお気軽に弊社までお問い合わせくだ

さい。

 
お問い合わせはこちらまで！

有限会社 Ｃ＆Ａ　担当：髙濵 亮　096‐274‐1201

（髙濵　亮）

弊社では1、3，5，7，9，11月の奇数月に、弊社の顧問先である
(株)日本相続センター様との共同で“得する相続損する相続”と題し、
相続対策を主眼とした相続セミナーを行っています。

（畑島）

熊本以外のエリアで売上を獲得したいと考えているあなたに！

今の営業のやり方に限界を感じる。
新しい営業のやり方を試したいと考えるあなたに！

４．財産管理対策３．節税対策

２．納税資金対策１．遺産分割対策

相続対策の大きなテーマ

なぜ相続準備をしておくのか

相続税法の改正による税の増加
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